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議
案
第
72

号

令
和
２
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
５
号
）

【
公
明
党
】【
無
所
属
】【
日
本
共
産
党
】

問
国
の
補
正
予
算
に
関
連
し

て
市
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し

て
い
く
の
か
伺
う
。

答
国
の
補
正
予
算
に
係
る
情

報
収
集
と
と
も
に
、
早
期
に

事
業
内
容
等
を
取
り
ま
と
め
、

補
正
予
算
の
提
出
に
向
け
た

準
備
を
進
め
て
い
く
。

問
ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別

給
付
金
の
支
給
申
請
を
行
う

場
合
の
手
続
き
は
。

答
申
請
書
、
ひ
と
り
親
で
あ

る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
等

を
提
出
し
て
も
ら
う
。
軽
減

策
と
し
て
、
６
月
分
の
児
童

扶
養
手
当
受
給
者
に
係
る
基

本
給
付
は
申
請
不
要
と
す
る
。

問
病
床
を
転
用
し
感
染
症
病

床
を
確
保
し
た
こ
と
で
、
経

営
状
況
が
厳
し
く
な
る
と
の

話
も
あ
る
が
、
医
療
機
関
へ

の
財
政
支
援
に
つ
い
て
伺
う
。

答
国
の
緊
急
包
括
支
援
事
業

に
お
い
て
、
病
床
の
確
保
に

対
す
る
補
助
事
業
が
あ
り
、

県
か
ら
交
付
金
が
交
付
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
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問
こ
れ
ま
で
の
補
正
予
算
で

特
別
定
額
給
付
金
や
、
子
育

て
・
中
小
企
業
・
医
療
体
制

・
情
報
機
器
等
の
支
援
等
に

約
３
８
９
億
円
計
上
さ
れ
た
。

今
回
の
予
算
計
上
の
理
由
は
。

答
国
の
補
正
予
算
に
計
上
さ

れ
て
い
る
事
業
の
中
で
も
、

特
に
ひ
と
り
親
家
庭
や
妊
産

婦
へ
の
支
援
、
医
療
提
供
体

制
の
整
備
・
充
実
に
つ
い
て
、

早
期
の
支
援
や
事
業
の
実
施

を
図
る
た
め
、
補
正
予
算
へ

の
所
要
額
の
計
上
を
行
っ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

問
こ
の
補
正
予
算
に
よ
る
医

療
現
場
の
整
備
で
次
な
る
波

に
耐
え
ら
れ
る
と
考
え
る
か
。

答
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
は
、
今
後
の
感
染
状
況

な
ど
を
推
測
す
る
こ
と
が
難

し
く
、
状
況
に
応
じ
て
、
柔

軟
か
つ
機
動
的
に
対
応
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
。

今
後
、
国
、
県
等
と
連
携
を

図
り
な
が
ら
、
迅
速
に
対
応

し
て
い
き
た
い
。

問
登
園
自
粛
や
学
校
休
業
に

よ
り
子
育
て
世
帯
は
支
出
が

増
え
た
。
５
月
の
臨
時
会
で

議
決
さ
れ
た
川
越
市
子
育
て

応
援
支
援
金
と
の
対
象
者
の

違
い
は
何
か
、
伺
う
。

答
ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別

給
付
金
は
児
童
扶
養
手
当
受

給
者
等
の
ほ
か
家
計
急
変
世

帯
も
対
象
と
し
た
。
基
本
給

付
で
は
１
世
帯
５
万
円
以
上

で
、
追
加
給
付
と
な
る
世
帯

も
あ
る
た
め
、
よ
り
ひ
と
り

親
世
帯
の
支
援
に
つ
な
が
る
。

問
家
計
急
変
者
な
ど
は
手
続

き
が
必
要
で
あ
る
。
申
請
か

ら
支
給
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
を
伺
う
。

答
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
の

基
本
給
付
は
７
月
中
の
支
給

を
予
定
し
て
お
り
、
そ
れ
以

外
の
支
給
項
目
は
申
請
の
受

理
後
、
約
３
週
間
後
ま
で
に

支
給
す
る
よ
う
努
め
る
。

問
制
度
が
分
か
ら
な
い
場
合

の
問
い
合
わ
せ
先
を
伺
う
。

答
こ
ど
も
家
庭
課
、
国
の
コ

ー
ル
セ
ン
タ
ー
と
な
る
。

　　　　　　　　　　　議会と市で新型コロナウイ

ルス感染症に関する情報を共有するために、令和２年

３月１３日に「川越市議会新型コロナウイルス感染症

対策連絡会議」を設置しました。

　現在は「川越市議会災害対策支援会議」がその役割

を引き継いでいます。

○本会議における出席人数の削減

　密集・密接状態とならないように、議場に出席する

議員や執行部の人数を必要最小限とし、座席の間を空

けて十分な距離をとりました。

　出席していない議員は、委員会室のモニターで議事

の進行を確認し、採決等必要に応じて全議員が議場に

出席しました。

○透明な囲いや遮蔽板の設置

　密接場面での飛沫感染を防止するため、発言を行う

議長席・演壇・質問席の正面に透明な囲いを、議席等

の間に透明な遮蔽板を設置しました。

○その他の対策

　議員と執行部はマスクを必ず着用し、議場入り口に

アルコール消毒液を設置しました。

　また、密閉空間とならないように、議場および傍聴

席の扉７カ所を全て開放して本会議を行いました。

○委員会等の開催時

　常任委員会は２委員会ずつ日程を分けて開催し、ま

た、執行部の出席者は必要最小限の人数となるよう議

案ごとに入れ替えるなど工夫しました。会議の開催時

は、消毒液を設置し、座席の間を空けて十分な距離を

とり、適宜換気しました。

 （併せて、傍聴については１１ページをご覧ください）

　令和２年４月１７日、「川越市議会新型コロナウイ

ルス感染症対応マニュアル」を策定しました。

　議員が行う新型コロナウイルスの感染予防策や、

議員またはその家族が感染症を発症した場合の取り

扱い等について定めています。

川越市議会の新型コロナウイルス感染症対策

市執行部との連携

議場・委員会室での感染症対策

川越市議会新型コロナウイルス感染症対応マニュアルの策定


